
平
成
二
十
六
年
六
月
十
八
日
提
出

質

問

第

二

三

五

号

遺
族
年
金
及
び
障
害
年
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

丸

山

穂

高
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遺
族
年
金
及
び
障
害
年
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
四
（
平
成
二
十
六
）
年
五
月
二
十
九
日
の
大
阪
地
方
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
、
年
金
記
録
を
社
会
保
険
事
務
所
が
死

後
二
十
八
年
間
も
発
見
で
き
ず
、
死
亡
し
た
夫
の
遺
族
年
金
が
時
効
を
理
由
に
支
払
わ
れ
な
い
の
は
不
当
と
し
て
国
に
支
給
を

求
め
た
訴
訟
に
お
い
て
、
「
発
見
が
遅
れ
た
の
は
社
保
事
務
所
の
違
法
な
取
扱
い
が
原
因
で
、
時
効
の
主
張
は
許
さ
れ
な
い
」

と
し
て
未
払
年
金
約
二
二
〇
〇
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た
判
決
が
下
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

本
件
に
お
い
て
、
国
が
控
訴
を
断
念
し
た
と
の
報
道
が
あ
る
が
事
実
か
。

二

本
件
に
お
い
て
、
国
が
控
訴
す
る
又
は
控
訴
を
断
念
す
る
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

三

障
害
年
金
に
つ
い
て
、
本
件
の
様
に
時
効
の
主
張
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
未
払
い
部
分
の
支
払
い
を
国
に
求
め
る
訴
訟
は

何
件
あ
る
か
。
あ
る
場
合
に
は
、
具
体
的
な
事
件
記
録
符
号
を
示
さ
れ
た
い
。

四

厚
生
労
働
省
が
二
〇
一
三
（
平
成
二
十
五
）
年
七
月
に
明
ら
か
に
し
た
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ

二
〇
歳
以
上
の
人
の
う
ち
、
障
害
年
金
を
受
給
で
き
る
の
に
請
求
手
続
き
を
し
て
い
な
い
人
が
〇
�
四
％
程
度
に
上
り
、
手

帳
保
有
者
の
数
か
ら
推
測
す
る
と
、
請
求
漏
れ
は
二
万
人
程
度
と
み
ら
れ
る
と
の
報
道
が
あ
る
が
事
実
か
。
同
様
の
調
査
に

一



つ
い
て
、
最
新
の
調
査
結
果
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

五

障
害
年
金
の
制
度
を
知
ら
な
い
障
害
当
事
者
が
現
実
に
は
多
く
存
在
す
る
実
態
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
、
現
在
ど
の
よ

う
な
周
知
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


